
虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。

等に該当することが考えられます。

これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、送検された事案が複数起き
ています。

※刑事訴訟法第239条第２項では、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨が規定さ
れています。

障害者虐待においては、市町村、都道府県が事実関係を把握した段階やその後調査を進める中で、警察等への被害の届出、告発の要否
を適正、迅速に判断し、必要に応じ、被害者による被害の届出の支援や行政として告発を行うことが求められます。（なお、被害の届出の支
援や告発については、二次被害が生じないよう配慮した対応が必要です）。

虐待行為の類型 該当する刑法の例

① 身体的虐待 刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

② 性的虐待 刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強制性交等罪、
第178条準強制わいせつ、準強制性交等罪

③ 心理的虐待 刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、
第231条侮辱罪

④ 放棄・放置 刑法第218条保護責任者遺棄罪

⑤ 経済的虐待 刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252条横領罪
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刑法の一部を改正する法律の概要

①強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等（新法第１７７条，第１７８条２項，第１８１条等関係）

• 強姦罪の対象となる行為を性交，肛門性交又は口腔性交（性交等）に改め，その罪名を「強制性交等罪」とする。
※ 現行法は，「女子」に対する「姦淫」（膣性交）のみを強姦罪として重い処罰の対象としている。

• 強制性交等罪の法定刑の下限を懲役３年から５年とし，同罪に係る致死傷の罪の法定刑の下限を懲役５年から６年とする。

施行期日：平成２９年７月１３日

②監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設（新法第１７９条等関係）

• 強盗行為と強制性交等の行為を同一機会に行った場合は，その先後を問わず，無期又は７年以上の懲役に処することとし，
その罪名を「強盗・強制性交等罪」とする。

※現行法では、 強盗が先行→無期又は７年以上の懲役（強盗強姦罪）
強姦が先行→５年以上３０年以下の懲役（強姦罪と強盗罪の併合罪）

• １８歳未満の者に対し，その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為又は性交等をし
た場合について，強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰する規定を設ける。

③強盗強姦罪の構成要件の見直し等（新法第２４１条等関係）

④強姦罪等の非親告罪化（現行法第１８０条等関係）

• 強姦罪，準強姦罪，強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除して，非親告罪とするとともに，わいせ
つ目的・結婚目的の略取・誘拐罪等も非親告罪とする。

○ 平成２６年１０月～平成２７年８月 「性犯罪の罰則に関する検討会」
○ 平成２７年１０月９日 法制審議会に諮問（平成２７年１１月～平成２８年６月：刑事法(性犯罪関係)部会で審議）
○平成２８年９月１２日法務大臣に答申
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